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役場からの行政・地域情報 

（回覧板） 
 

 

高原町 
 

 

 

あああああああ※自治会への加入のお願い※あああああ あ  
高原町には、自治会組織として「区・班」があります。自治会は、町

民の交流・親睦を促進するさまざまな活動を行うとともに、まちづくり

において重要な役割を果たしています。 

 高原町では、町民の皆さん同士が協力しながら、安心して地域生活を

送ることができるよう、自治会への加入をお願いしております。 

 

あああああああ ※自治会に加入するには※あああああああ 
自治会に加入するには、「班加入連絡表」に必要事項を記入し、あなた

が居住する自治会の「班長」に提出ください。 

 あなたが居住する地区の区長・班長がわからないとき、または自治会に

関して御不明な点等がある場合は、総務課行政係までお問い合わせくださ

い。 

 

ああああああ        あお問合せ先       あああああああ 

 高原町 総務課 行政係  

〒889－4492 宮崎県西諸県郡高原町大字西麓８９９番地 

電 話 0984－42－2112 

ＦＡｘ 0984－42－4623 

Ｅメール soumu@town.takaharu.lg.jp 
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令和６年９月２日号                               【発行：総務課行政係 42-2112】 

 

 

 

 

 

 

自殺予防週間における電話相談について 
毎年、９月 10日から９月 16日は「自殺予防週間」です。 

この期間、宮崎自殺防止センターの電話相談が、通常の受付時間に加え、下記

のとおり拡充されます。 ひとりで悩みを抱えず、誰かに話してみませんか。 

 

 

問 健康課 担当：今塩屋 博子（いましおや ひろこ）☎0984-42-4820 

※記事の内容については、各課等へお問い合わせください。 

※町ホームページからもダウンロードできます。https://www.town.takaharu.lg.jp 

役場からのお知らせ №151 
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9月祝日のごみ収集について 
●収集日・収集地区 

収集日 種類 収集地区 

9月 16日（月） 

敬老の日 

燃やせる 

ごみ 

並木区、花堂区、西広原区、上広原区、下

広原区、常盤台区、蒲牟田区、南狭野区、

北狭野区、小塚区、中平区、湯之元区、祓

川区 

9月 23日（月） 

秋分の日振替休日 

燃やせる 

ごみ 

●その他 

 収集日当日は、午前８時 30分までにごみ集積所へ排出してください。 

 適切なごみ分別の御協力をお願いいたします。 

問 町民課 担当：石崎 宙也（いしざき ひろや）☎0984-42-1067 
 

令和６年度日本発祥地まつりの作品募集について 

●募集内容  絵画、書幅、生け花、工芸品、裁縫作品など        

       ※町内・町外在住に限らず、どなたでも申し込みいただけます。 

       ※申し込み時にお渡しする要項に沿って展示してください。 

●申込期限  令和６年９月 30日（月） 

       ※事前申込のない展示作品の持ち込みはできません。 

●申込先   高原町中央公民館（高原小学校前） 

※申込用紙は、中央公民館にあります。 

●展示期間  令和６年 10月 19日（土）、20日（日） 

●展示会場  町民体育館 

●その他   作品搬入・飾り付け  

令和６年 10月 18日（金）午後を予定しています。 

       詳細については、申込時にお渡しする要項をご覧ください。        

       御不明な点等ございましたら下記までお問い合わせください。 

問 教育総務課 担当：吉元 伸一（よしもと しんいち）☎0984-42-1484 
 

中核機関つなご 啓発イベントのお知らせ 
 中核機関つなごは、西諸に住む高齢者、認知症、障がいのある方や家族、地域

の方に支援が行き届くようサポートするための相談窓口です。 

 「住み慣れた西諸で、すべての人が“自分らしく暮らすために”」をテーマに、

権利擁護や成年後見制度についての啓発イベントを開催します。どなたでも参加

できますので、お気軽にご参加ください。 

○日程：令和６年９月 20日（金） 

○時間：13時 30分～16時 00分 

○場所：小林市文化会館 大ホール 

○内容：・障がい者施設による演奏 

    ・基調講話【身元保証人は必要か？ 

身寄りのない方の支援を地域で支える】 

講師 萩・山口法律事務所 山口 正之 弁護士 
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    ・実践報告【相談から後見人等が選任されるまでの流れと支援】 

○参加費：無料 

○申込方法：不要 

○その他：手話通訳、要約筆記あり 

○問い合わせ先：にしもろ地区権利擁護推進センター 中核機関つなご 

        電話：27‐3358 

問 福祉課 担当：山路 直樹（やまじ なおき） ☎0984-42-2581   
 

高原町メールサービスの登録の御案内 
スマートフォン又はパソコンから下記メールアドレスに空メールを送信する

と、仮登録確認メールが届き、受信したメールに、本登録用ＵＲＬが記載されて

いますのでそちらをクリックして、本登録ページに接続して、案内に従って登録

してください。バーコード読み取り機能を使用する場合は、ＱＲコードを読み取

ってください。 

災害に係る情報、感染症など防疫に係る情報、交通・防犯、特殊詐欺、不審者

情報などの発生状況、年末年始のごみ出しなど生活に係る情報等を登録者に対し

配信しています。 

 

(スマートフォンの方)                  (ＱＲコード) 

 https://plus.sugumail.com/usr/takaharu/ 

 （フィーチャーフォン（ガラケー）の方） 

 https://m.sugumail.com/m/takaharu/ 

 

【サービスに関するお問い合わせ】           

高原町役場総務課 危機管理係 ☎０９８４－42－２１１２ 

 







※急な変更が生じる場合があります。 

 

 

 

 

 

教育総務課社会教育係  Ｒ６．９．２発行 

 

 

 

 

 

①音を楽しむ  ②読み聞かせ  ③歴史・文化財  ④書道     ⑤英会話    ⑥親子でピザ作り 

 

 

 

 

 

⑦ヨガ     ⑧一貫張り   ⑨手づくり   ⑩工作教室   ⑪子ども習字  ⑫皇子原学園     

Ouji  

 

 

                         

 
                                          

                                           

                                
 

 

 

〇９月３日（火）「防災」は、午前９時３０分～１１時００分 ほほえみ館中研修室です。 

日本赤十字宮崎支部より、事業推進課長 清野雅氏による災害を考える貴重な話です。 

〇９月１７日（火）「健幸」は、午前８時３０分～１１時３０分 中央運動公園（忠霊塔）で計画しています。 

男の生きがいの方々のご協力で実施します。ただし、雨天時は中止です。 

〇１０月８日（火）「ロボット工学」は、午前９時３０分～１１時００分 ほほえみ館中研修室です。 

宮崎大学工学部准教授 李 根浩（イ グンホ）氏にお話いただきます。機械知能工学プログラム担当 

の李氏からどんなお話が聞けるのか楽しみですね。  

〇１０月２２日（火）「日本の文化継承」は、午前９時３０分～１１時００分 ほほえみ館中研修室です。 

「人形に願いを託して」と題して佐土原人形店「ますや」の七代目、下西美和氏にお話しいただきます。 

 

 

① 手づくり講座（９月２日：月）～中央公民館  ※午前９時３０分～１１時３０分 

② ヨガ講座（９月２日・１６日・３０日：月）～ほほえみ館和室 ※午前７時００分～８時３０分 

③ 地方再発見講座（９月４日：水）～南九州大学宮崎キャンパス ※午前８時３０分～１６時００分 

④ 読み聞かせ講座（９月５日：木）～中央公民館 ※午前９時３０分～１１時００分 

⑤ 書道講座（９月７日・２１日：土）～中央公民館 ※午前１０時００分～１１時３０分 

⑥ 川柳講座（９月１０日：１０月１５日：火）～中央公民館 ※午前９時３０分～１１時３０分 

⑦ 似顔絵講座（９月１１日：水）～中央公民館 ※午前９時３０分～１１時３０分 

⑧ 英会話講座（９月１２日、１０月１０日：木）～中央公民館 ※午前１０時００分～１１時３０分 

⑨ 一貫張り講座（９月１９日：木）～講師宅 ※午前９時３０分～１１時３０分 

⑩ 音を楽しむ講座（９月２４日、１０月２９日：火）～講師宅、教育集会所 ※午前９時３０分～１１時００分 

⑪ 色鉛筆講座（９月３０日：月）～中央公民館 ※午前９時３０分～１１時３０分 

⑫ 御池の自然講座（１０月１日：火）～中央公民館  ※午前９時３０分～１１時３０分 

 

令和６年度 ９月の生涯学習講座だより 
回 覧 

皇子原学園講座 

８月に実施した講座の様子をご紹介！ 

 

 

 

９月・１０月の講座をご紹介

介！ 

生涯学習講座 

お問合せ先：教育委員会（担当：小園・山崎）   ℡：（０９８４）４２－１４８４ 

 

リズム遊びや打楽

器でアンサンブル

を楽しみました。 

アメリカンフラワ

ーはブドウの実を

作りました。 

 

木の枝や葉っぱ

で写真立てを作

りました。 

聞く方の事をイ

メージして絵本

の選書をします。 

高原町内の遺跡や

発掘調査について

学びました。 

先生のお手本を

皆さん真剣に聞

いています。 

和紙をノリで籠

やざるに張り付

けます。 

気功も取り入れて

ゆっくり体を動か

して行きます。 

お店のような美味

しいピザが出来ま

した。 

一枚一枚上達する

のがよくわかりま

す。 

飲食店での注文方

法など実用的な話

し方を学びました。 

「情報社会をどう生かすか」と題して元宮崎日日新聞

社論説員の古垣隆雄氏にお話いただきました。スマー

トフォンの普及で情報は取りやすくなったがフェイク

ニュースの問題もでてきている事など様々な視点でお

話いただきました。 

 



回 覧 
  

 

 

 



個人住民税

預貯金・給与 自動車・オートバイ 不動産

納付期限を過ぎると、財産の差押など滞納処分を行います。

宮崎県 ・ 高原町

宮崎県 と高原町 は、

連携して個人住民税の徴収を強化します！

個人住民税は宮崎県と高原町の重要な財源です。

回覧



児童手当改正（拡充）のお知らせ
～児童手当制度が令和６年10月分から変わります～

◎予定されている主な変更内容は下表のとおりです。変わることは？

今回の改正（拡充）で、手続きが必要な方は？

（ 裏 面 に 続 く ）

主な変更
改正（拡充）前

＜令和６年９月分まで＞
改正（拡充）後

＜令和６年10月分から＞

支給対象

中学校修了前までの児童
（15歳到達後の最初の年度末まで）

を養育している方

高校生年代までの児童

（18歳到達後の最初の年度末まで）
を養育している方

所得制限 所得制限あり 所得制限なし

手当月額

●３歳未満 一律：15,000円

●３歳～小学校修了まで
第１子・第２子：10,000円

第３子以 降：15,000円

●中学生 一律：10,000円

●所得制限限度額以上

所得上限限度額未満 一律：5,000円

（特例給付 ）

●所得上限限度額以上：支給なし

●３歳未満

第１子・第２子：15,000円

第３子以降：30,000円

●３歳～高校生年代

第１子・第２子：10,000円

第３子以降：30,000円

支給月

３回（各前月までの４ヶ月分を支払）

10月分～1月分 ⇒ 2月

2月分～5月分 ⇒ 6月

6月分～9月分 ⇒ 10月

６回（偶数月 （各前月までの２ヶ月分を支払）

10・ 11月分 ⇒ 12月

12・ 1月分 ⇒ 2月 ※町では支給月の10日
2・ 3月分 ⇒ 4月 （銀行休業日はその

4・ 5月分 ⇒ 6月 直前営業日）に振り込

6・ 7月分 ⇒ 8月 みます。

8・ 9月分 ⇒ 10月

多子加算の

算定対象

（ カウント方法）

18歳到達後の最初の年度末までの児童

18歳到達後の最初の年度末までの児童

＋ 高校生年代までの児童の兄姉等で次の子を追加

児童手当受給者に経済的な負担等がある

18歳年度末以降～22歳年度末までの子

手続きが必要な方 手続方法・書類

① 中学生以下の児童を養育しておらず、
●認定請求書

【 必要な添付書類 】

・健康保険被保険者証（保険証）・・・請求書本人のもの

・本人確認書類（「マイナンバーカード（両面）」又は

「個人番号確認書類＋身元確認書類」の写し）

・請求者名義の通帳又はキャッシュカードの写し

高校生年代の児童を養育している方

② 所得上限限度額超過で児童手当（特例給付）

の支給対象外である方

③ 児童手当を受給中で、算定児童として認定され
ていない高校生年代の児童を養育している方

●額改定請求書

④ 新たに多子加算の算定対象となる18歳年度末以
降22歳年度末までの子と高校生年代までの児
童の合計人数が3人以上の方

◎新たに児童手当の対象となる方だけでなく、現在、受

給中で該当する方も提出が必要です。

●額改定請求書（※現在受給中の場合）

●認定請求書（※新規の場合）

●監護相当・生計費の負担についての確認書

※経済的な負担等があることの確認書類を求める場合があります。

◎各種様式は町HPからダウンロード可。

回覧



令和６年10月11日（金）まで【必着】

〔最終期限〕令和７年３月31日（必着）

請求書類を令和６年10月11日までにご提出ください。この期限までに請求書類の提出がない場合は、令和６年10・

11月分の手当の支給月は、令和６年12月ではなく、令和７年１月以降になります。同様に「監護相当・生計費の負担に

ついての確認書」についても、提出がない場合は、改正（拡充）後の多子加算額の適用がない手当額が支給されま

す。

なお、改正（拡充）に係る手続きの最終期限は、令和７年３月31日です。最終期限を過ぎた場合は、令和６年

10月分に遡及しての手当の支給・多子加算の適用はできません（手当の支給・多子加算の適用は、認定請求書

や確認書を町で受け付けした月の翌月分からとなります）。

手続方法・手続先

手続方法 手 続 先

郵送又は窓口
〒889-4412 高原町大字西麓360番地1

高原町健康課子育て支援係

◆令和６年９月30日以前に町から転出される場合は、転出先の自治体で手続きを行ってください。

公務員の方

◎児童手当を受給中の次の方は、今回の改正（拡充）に伴う手続きは不要です

（認定請求書や確認書の提出は必要ありません）

◆中学生以下の児童と高校生年代の児童を養育し、現行で、高校生年代の児童が算定児童として

認定されている方

◆現行でも多子加算を受けていて、改正（拡充）後、手当額が増額する方
※18歳年度末以降22歳年度末までの子がいる方を除く。

◆現行では多子加算は適用されないが、改正（拡充）後は適用され、手当額が増額する方
※18歳年度末以降22歳年度末までの子がいる方を除く。

◆所得制限限度額以上、所得上限限度額未満で特例給付を受けている方

令和6年12月上旬に手当額改定（増額）の通知をお送りします。

児童の保護者（生計の中心者）が公務員の場合は、勤務先（所属庁）が児童手当の手続き先です。今

回の改正（拡充）に伴う手続きは、町ではなく勤務先（所属庁）で行ってください。なお、手続きの時期等

は、それぞれの勤務先（所属庁）へお問い合わせください。

◎児童が施設に入所しているなどの場合は、原則として、手当は施設の設置者等に支給されます。

改正（拡充）で必要となる手続きの

期限は？

＜問合せ先＞
高原町健康課子育て支援係
電話：0984-21-2423






